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【趣旨】 

 ・持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響

を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給される制

度です。 

  〈給付対象〉前年同月比で50%以上減少している事業者 

  〈給付額〉法人200万円、個人事業者100万円 

       ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限  

 

 ・国では、持続化給付金事業コールセンターを設置していますが、相談

が殺到し、電話が繋がりにくい状況となっています。  
 ・こうした状況を踏まえ、道では「持続化給付金サポート窓口」を設置し、 

  持続化給付金の制度内容や申請にあたって必要となる書類作成等に対

し、道の職員がアドバイスを行うことで、事業者がスムーズに給付金の

申請ができるよう支援します。 

 

【開設場所】 

 ・本庁経済部中小企業課及び各（総合）振興局商工労働観光課  

 （窓口の連絡先等は、添付のリーフレットを参照してください。）  

【開設日】 

 ・令和 2 年 5 月 14 日（木） 

 

報道に当たってのお願い  持続化給付金の活用を事業者の方々に広く促すため、積極的な報道を

お願いします。 

 

 

担  当 

 

北海道 日高振興局 産業振興部 商工労働観光課 

 商工労働観光課長 三浦 正浩 

 商工労働係長   若松 邦弥 

電話（直通）0146-22-9280（内線2400） 

      0146-22-9281（内線2411） 

 


